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	彦根市放課後児童クラブ入会(決定・却下)通知書



	　先に申込みのありました彦根市放課後児童クラブへの入会につきまして、審査の結果、下記のとおり
(入会できる・入会できない)ことに決定しましたので通知します。




記


1　児童の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　
2　生年月日・学年　　　　　　年　　　月　　　日生(学年　　　年)
3　クラブの名称　　(　　　　　　　　　　　　　　)小学校放課後児童クラブ
4　利用期間　　　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで
5　負担金の額　　　　　　　　　　　　　　円
6　その他(条件その他入会できない場合の理由等)




なお、入会に当たっては、次の事項および各クラブからの注意事項に留意願います。
(1)　平常日の開所時間は、午後1時から午後6時30分までとなります。
(2)　負担金につきましては、原則として口座振替をお願いしております。
口座振替の手続は、彦根市内の各金融機関の本支店およびゆうちょ銀行の窓口で彦根市市税等口座振替依頼書(各支店等の窓口に置いてあります。)をご提出ください。
口座振替の手続には時間がかかりますので、お早めにご提出をお願いします。
(3)　負担金の未納が発生した場合または入会申込書等に虚偽があることが判明した場合は、退会していただくことがあります。
(4)　入会を辞退される場合は、教育委員会が指定する日までに必ず生涯学習課までご連絡をお願いします。
　　月初めに在籍されている場合、利用の有無にかかわらずその月の負担金が必要です。



教示
1　この処分(負担金に関することを除く。2において同じ。)に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、彦根市長に対して審査請求をすることができます。
2　この処分の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、彦根市を被告として(訴訟において彦根市を代表する者は彦根市教育委員会となります。)、提起することができます。
　　なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しを求める訴えは、提起することができなくなります。ただし、1の審査請求をした場合には、この処分の取消しを求める訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に提起することができます。
3　この処分のうち負担金に関すること(4において「負担金に関する処分」という。)に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、彦根市長に対して審査請求をすることができます。
4　負担金に関する処分の取消しを求める訴えは、前記3の審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に彦根市を被告として(訴訟において彦根市を代表する者は彦根市長となります。)、提起することができます。
なお、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると、負担金に関する処分の取消しを求める訴えは、提起することができなくなります。
また、負担金に関する処分の取消しを求める訴えは、前記3の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次の各号のいずれかに該当するときは、裁決を経ないでこの処分の取消しを求める訴えを提起することができます。
(1)　審査請求があった日から3箇月を経過しても裁決がないとき。
(2)　処分、処分の執行または手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3)　その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

